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令和７年第８回田原市教育委員会定例会 

 

 

１ 開会 令和７年８月２０日 午後１時３０分 

 

２ 閉会 令和７年８月２０日 午後３時１８分 

 

３ 会議に出席した委員 

教育長   伊藤 正徳 

職務代理者 髙崎 佐智江 

委員    太田 孝雄 

委員    田中 早苗 

委員    田中 智和 

 

４ 会議に欠席した委員 

  なし 

 

５ 会議に出席した職員 

教育部長        山田 達也 

教育部次長兼図書館長  是住 久美子 

教育総務課長      川口 崇 

学校教育課長      鈴木 和美 

生涯学習課長      小久保 高 

生涯学習課主幹     朽名 武彦 

スポーツ課長      鈴木 雅也 

文化財課長       天野 敏規 

教育総務課長補佐兼係長 大久保 加奈子 

 

６ 議事日程 

別紙のとおり 
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田原市教育委員会第８回定例会議事日程 

 

             日 時 令和７年８月２０日（水) 

                 午後１時３０分 

場 所 市役所北庁舎３階 ３００会議室 

 

１ 会議録署名者の指名 

 

 

２ 教育長報告事項 

 

 

３ 議題 

（１）議案第２５号 令和６年度一般会計教育費決算について 

（２）議案第２６号 令和７年度一般会計教育費補正予算について 

 

 

４ 報告事項 

（１)教育委員連絡報告事項 

(２)教育委員会委員の任命について 

(３)損害賠償の額の決定及び和解について 

(４)小学校への寄附について 

 

 

５ その他 
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              開  会    午後１時３０分 

 

教育長 本日は、ご出席をいただき誠にありがとうございます。ただいまの

出席者は５名であります。 

定足数に達しておりますので、令和７年田原市教育委員会第８回定

例会は成立をいたしました。これより開会をいたします。 

  

教育長 それでは会議規則第１３条第２項の規定により、会議録署名委員の

指名をさせていただきます。今回の署名者として、太田委員と田中智

和委員のご両名を指名させていただきますので、よろしくお願いをい

たします。 

  

教育長 それでは議題に先立って、教育長報告をさせていただきます。 

２ページをお開きください。 

前回の７月２９日の第７回定例会以降、たくさんのものがあったん

ですが、その中で抜粋して、まず７月３０日と８月１日にそれぞれ中

学生のバスケットボール教室並びにバレーボール教室を行いました。 

バスケットボールのほうは、三遠ネオフェニックスさんを迎え、市

内中学校の、１、２年生のバスケットボール部員９３名を招いて指導

をしていただきました。 

それから８月１日の中学生バレーボール教室については、セミプロ

扱いにはなるのですが、プロも何人か在籍しているというジェイテク

トさんを招いて、こちらは１、２年生１３４人が参加し、大変盛り上

がりました。一流選手の指導というのはすごいというのを両方見られ

た教室でした。 

なお、７月３０日のバスケットボール教室をやっている最中なので

すけれども、８時２５分にカムチャッカ沖の地震があった影響で、津

波警報が出され災害対策本部が立ち上がり、避難所も開設されていう

ことで、バタバタするような状況が発生しました。 

市内小学校でも避難所となったところがあったのですけれども、大

きな混乱もなく、幸い翌日には津波警報から注意報、そしてそれを解

除というところになったので、大きな被害等はありませんでした。 

けれども、これを契機として、やはり教育委員会として怖いのは南

海トラフ巨大地震ですので、それが来たときにはこういうふうに、

「ああ、よかったね」では多分済まないと思いますから、災害対策本

部、特に避難所の開設と、それから情報伝達の仕方については、まだ

まだ甘いところがあるという反省のもと、防災局が見直し等について

対応するということになっておりますので、また皆さんのほうへ、そ

れぞれお知らせがいくと思いますので、よろしくお願いをいたしま



-4- 

す。 

次に、８月４日に県のへき地教育研究協議会の会長さんと事務局長

さんがこちらに見えました。田原市もいわゆるへき地指定があるので

すが、そこが来年度から、県の研究発表のプログラムに入っていくと

いうことで、差し当たって、来年度に県の教育長がわざわざこちらに

来て、亀山小学校を視察していくということが予定されておりますの

で、またご承知おきください。 

それから８月６日ですけれども、２つ目になりますが、田原市の女

性役職者会というのがありまして、ここで自分が女性役職者に期待す

ることという、わりと大雑把なテーマで話をさせていただきました。 

現在、学校における女性の四役、要するに女性の割合ですけれど

も、校長についてはまだ３名ということで、これについては現状では

男女差もあるわけですが、教頭以下についてはほぼ半分が、今は女性

となっています。それで、ここの会では、市の人事は基本的に男女を

分けてもう考えていませんと。力あるもの、つまり、学校のトップに

立って、子供たちや保護者、地域にとってよい者を上げていくと。も

う、それをはっきりと言いました。 

だから女性がどうの、男性がどうのと考えるのではなくて、やはり

先生方には力で選ばれたということを十分把握していただいて、頑張

ってもらいたいと、そういうふうに言いました。 

ただし、やはり女性だからこそ気付くこというのはあります。そう

いうことで、特に小学校は、女性の割合が６：４で多いですので、や

はり女性には女性にしか分からない悩み、こういったものを聞けるの

はやはり女性のほうが多いかなというところで、そういうところでは

女性の力を発揮して、しっかり話を聞きまとめるようにお願いをして

おきました。 

次ですけれども、８月８日に三河教育懇談会というのがあって、そ

こで県知事さんを招いて講話をいただきました。未来に向けて進化す

る愛知の人づくり並びに学校教育に対する期待と思いなのですけれど

も、県知事さん、まず一声は教育というか教師の信頼回復に努めても

らいたい、ここから始まりました。 

やはり名古屋市の教員の不祥事が非常に尾を引いていて、やはり教

育にとってあまりいい状況じゃないと。基本的に愛知県は、名古屋市

と愛知県の、いわゆる教員採用試験は全く別で、市教委も全く別なん

ですけれども、一般の人たちはそれがもう分からない。名古屋市イコ

ール愛知県で、名古屋市が悪いことしていれば愛知県も悪いことをし

ているという、そういうような印象になっていきます。だけれども、

それは当然それとして、やはりそういうときだからこそ、日々頑張っ

ている先生方は、より襟を正して頑張ってもらいたいというのが県知
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事さんのお考えでした。 

県知事さんは、そのほか愛知はステーションＡＩだとか、愛知アリ

ーナだとか、アジアパラリンピックであるとか、そういうような大き

な事業を次々とやってきて、それを着実に成功に導いていると。だか

ら教育長も基本的にはその動きを支えるものとして、ぜひ各教育委員

会で頑張ってもらいたい、それが県知事さんのお話の概要だったかな

と思います。 

それで８月１０日に第２６回ハートの日講演会というのがあって、

ここで１番最初に時習館高校の校長の寺田先生がお話をされました。

中高一貫校に進化する時習館高校が考える、ウェルビーイングの実現

の教育というものだったのですが、非常にある意味、なかなかの内容

でして、やはり時習館高校は伝統校でありトップ校であるとか、東三

教育の拠点校であるというのをしっかり自覚をして、それで附属中学

校をそろえることで、要は中高一貫でなし得る教育、それで、ただ知

識を詰め込むだけではなくて、やはり世界に通用する探究をメインと

した教育をすることで、世界に通用する人間をつくりたい。それで最

終的には国際バカロレア、要するに大学進学を国際的に認める資格を

取って、日本中の有名校だけではなくて、例えばハーバード大学だと

か、オックスフォード大学だとか、ケンブリッジ大学だとか、そうい

う世界の一流大学をも受験できる、そんな人材を育てて世界に送り出

したいと。そういう内容を、熱く約１５分の間に語られたのですけれ

ども、夢物語ではなくて、そのためには学校の授業はこうしていくだ

とか、生徒はこういうふうに動かせるのだとか、それを最後は言うも

のだから、５００人近く、観客がすごくたくさんいたのですけれど

も、あれを聞いたら多分、みんな時習館高校に行きたがるなと思わせ

る内容でした。 

やはり高校の校長、というわけじゃないですけれども、ああやって

語れる人というのはすごいなと。ああいう方がまだ東三にいてくださ

るというのは、東三の教育というのはまだまだ捨てたもんじゃないぞ

と、そう思いました。 

それから、３ページ目、８月２０日、今日なのですけれども、市の

校長会がありました。私は、その上に書いてある野田市民館の地鎮祭

に出ていたものですから、自分は出られなかったのですけれども、あ

と１０日ほどで２学期が始まります。 

学校教育課長を通して各学校には、２学期がいきなり月曜日から始

まりますので、それぞれ当然、休み明けということで、登校しぶり等

出てくる可能性がある。それから宿題等がなかなかできない子もおる

だろうと。そういうようなところで、細かい、要するに手を差し伸べ

るであるとか、援助であるとか、そういうのは事前に考えておいても
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らいたいです。 

さらには、ここから先、まだまだ暑い日が続くので、熱中症に注意

をしながら、それぞれ子供の生活を早めに元に戻して、しっかりと軌

道に乗せて、２学期が１番長いですので、その２学期を乗り越えるよ

うな教育に励んでもらいたい。合わせて、やはり最近愛知県でも地震

が多いですので、防災であるとか避難訓練の実施に向けては徹底をし

てもらいたい。 

特に小学校の、避難所になっているようなところについては、自分

たちはどう動くのか。各学校にはそれぞれマニュアルがありますの

で、そのマニュアルを徹底してもらいたい。市の防災会議でも言った

のですけれども、市教委は防災会議の指示を受けて各学校に指示を出

すのですけれども、本来、学校は、それよりも早く動かないといけな

いと。要するに、学校はそれぞれの場所で状況が違います。海に近い

ところもあるし、液状化するようなところもあるしということで、そ

れぞれに合わせた防災計画、防災マニュアルは作っておりますので、

市としては、結局１から１０まで一律に指導することはないと。はっ

きり言えば、市はこちらから「これはどうだ」と言ったときに、あち

らから「こう動きました」という報告を受けて、それを報告に上げて

いくというような、結局、大きな動きをする役割というのが基本的に

は市であり、防災会議であるのかなと。細かいところは状況に応じ

て、学校現場の校長に任せたほうが間違いないと教育委員会は思って

おりますので、そういうところを、今日、校長に対しては、しっかり

と自分のマニュアルが若い先生方まで共有してもらえるようお願いを

してきました。 

あと、身近で行われる、例えば図書館では電子図書をやっている

し、それから博物館では戦後８０年、それから昭和になって１００

年、そういう普段では見られないものをやっているので、そういうの

にはしっかり目を向けて、今、子供はパスポートを使えば無料で入れ

ますので、そういうものを活用してしっかり勉強してというのも、多

分、校長は分かってくれたかなと思っておりますけれども、そういう

お願いもしておきました。 

というわけで、以上が教育長報告となりますけれども、何か自分に

聞いておきたいことはございますでしょうか。 

 

太田委員 それではすみません。 

 

教育長 はい。太田委員どうぞ。 

 

太田委員 はい。今のご説明の中にはなかったことですけれども、教育長表敬
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訪問というのがあって。 

 

教育長 はい。 

 

太田委員 この期間に４件あるのですが。 

  

教育長 はい。 

 

太田委員 全国大会出場、大変素晴らしいなと思うのですが、それぞれ市外の

クラブのほうへ練習に行っているということで、見ますと、豊田市と

か。 

 

教育長 はい。 

 

太田委員 あま市とか。 

 

教育長 あま市、そうです。 

 

太田委員 そのＨｏｎｄａＦＣというのがどこを拠点として練習しているか分

かりませんけれども、あと豊川とかあるのですが。 

 

教育長 はい。 

 

太田委員 もしお分かりでしたらと思うのだけれども、この、実際練習はどう

いう、そのまま現地まで行ってやっているのか。 

 

教育長 基本的に、あま市はさすがに土日らしいですけれども。 

 

太田委員 はい。 

 

教育長 そのほかについては平日の夜に行っているそうです。さっきのサッ

カーのＨｏｎｄａＦＣは、これは浜松だそうですので。 

 

太田委員 ああ。 

 

教育長 うん。１時間ちょっとで行けるのだそうですけれども、そこでやっ

ておられると。 

 

太田委員 週何回か行っているのかな。 
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教育長 週に３回、確か、行っているとか。 

だから結局、こういう時代になってきたかなと。テニスも自分、見

させていただいたのですけれども、やはり純粋に、東海で戦った１６

チームの中で、純粋な学校は多分２つか３つしかない。もうあとは全

部クラブチーム。 

 

太田委員 うん。 

 

教育長 やはりクラブチームでないと勝てない時代がやってきたかなという

のを感じさせる。だから今回来てくれた子たちは田原市出身で、それ

ぞれの中学に属しているのだけれども、田原市にはサッカー部がない

し、それでここのテニスの子たちも、自分たちの学校のテニス部では

なく、あの他校さんの団体戦はうちなのですけれども、個人戦は違う

ところという形で、これはなかなか難しいところもあるかなと思うの

ですが、まあそういうような時代になってきたというか。 

これで地域クラブにも移行をしていきますので、そうなったらもっ

と加速してくるのかなと。 

 

太田委員 うん。 

 

教育長 まあでも最終的には、この形が望ましいかなと自分らは思っていま

すけれども。はい。 

 

太田委員 ただね、かなりハードな生活をしているなということを。 

 

教育長 そういうことですね。 

 

太田委員 はい。すごいなと。 

 

教育長 はい。だからそれに負けずに結局、全国大会にこれだけ出ていける

というのはすごいなと思いますね。 

 

太田委員 はい。 

 

教育長 はい。そのほかはございますでしょうか。 

 

田中智和委員 はい。 
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教育長 はい。田中委員どうぞ。 

 

田中智和委員 先ほど夏休みの話が出たのですが。 

 

教育長 はい。 

 

田中智和委員 豊橋の中学校は、宿題がなくなったというのを、中学生から直接聞

くことがありまして。 

 

教育長 はい。 

 

田中智和委員 田原市の、その宿題に対する出し方というか。 

 

教育長 はい。 

 

田中智和委員 全体で決まっているのか、それぞれの学校で決まっているのか、市

の方針があるのかをちょっと分かる範囲で。 

 

教育長 基本的には僕から指示を出しているということはないのですけれど

も、市から出しているかな。 

 

学校教育課長 出していません。 

 

教育長 出していないね。 

 

田中智和委員 出されていないんですか。 

 

教育長 基本的には学校に任せて、それぞれの学校が、あくまで無理のない

範囲というか、無茶苦茶なものは絶対出していないと思いますので。

ただ、ゼロというのは聞いていないけれども、ないというのは。 

 

田中智和委員 ない。 

 

学校教育課長 宿題がないということは、ないじゃないかと。自由応募の作品だと

かはあり得る。 

 

田中智和委員 ああ、そう。 

 

学校教育課長 そういうものもありますので、そういうものは随分、各校として自
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由に自分で取り組めるという宿題にはなってきているのかなと思いま

す。 

 

田中智和委員 はい。ありがとうございます。 

 

教育長 はい。ということで市がなんとかというのはしておりません。とい

うか、市では基本的に、子供１人１人見れませんので。 

 

田中智和委員 はい。 

 

教育長 それぞれ見ているのは学校であって、やはり学校がそれぞれ、さっ

きの作品も非常にたくさんあるのですけれども、基本的には選択を多

分ね、ここの中で１個選びなさいだとか、そういうような形だったか

な。そうなっていると思います。 

 

田中智和委員 はい。ありがとうございます。 

 

教育長 そのほかありますか。 

はい。田中早苗委員。 

 

田中早苗委員 すみません。乗っかる形なのですけれども、夏休みの日誌というの

は市から配付するのではないということですか。 

 

教育長 市から配付するものでは、あれはありません。それぞれの学校が必

要だと思えば買っているし、そうでなければ買っておりません。 

 

田中早苗委員 あれは基本、どの学校でも扱うものかと思っておりました。 

 

教育長 いや、決してそうではございません。昔はそうだったようにも思う

のですけれども、昔も、実はこれが良いという形でほとんどの学校で

揃えていたのですけれども、今は市販のものもたくさんありますの

で。今はそれで、特に中学校は、昔は割と、問題集も揃えていたので

すが、今はそれも全部自由になってきて、自分に合ったものを買いな

さいという形になっています。夏休みの日誌は、ですのでそのとき買

っている。 

 

学校教育課長 まだ日誌は買っている学校が多いです、市内は。 

 

田中早苗委員 そうですよね。あれはいろいろな教科がバランスよく入っていて、
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いいですよね。 

 

学校教育課長 そうですね。 

 

田中早苗委員 １日１ページずつやるというこつこつタイプでいいなと思うのです

が、ではやらない学校も出てくるということですか。 

 

学校教育課長 そうですね。市内の学校はまだたくさんの学校で、あります。 

 

田中早苗委員 ありがとうございます。 

 

教育長 はい。そのほかございますか。 

ないようですので、以上で教育長報告事項を終わります。 

では、これから議題に入ります。 

 

教育長 はじめに、議案第２５号、令和６年度一般会計教育費決算について

を議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

教育部長 はい。それでは私のほうからご説明申し上げます。 

議案第２５号、令和６年度一般会計教育費決算について、令和６年

度一般会計教育費決算については、別添によるものとする。令和７年

８月２０日提出、田原市教育委員会教育長提案でございます。 

１０ページを御覧いただきたいと思います。こちらの表ですけれど

も、令和６年度予算決算集計表になってございます。 

まず上段でございますが、教育部の６つの課の状況でございまし

て、最終予算額とか、令和６年度の決算額とか、前年度の決算額、こ

れが枠で囲ってございます。各課の状況につきましては、後ほど各課

長のほうから説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

表の最下段、教育部計を御覧いただきたいと思います。教育部の合

計ですが、最終予算額５５億９，６９８万１，９９４円、令和６年度

決算額４１億８，４４６万４，４１０円となっております。 

次に、下の表、参考の表でございますが、市全体の一般会計に占め

る教育費予算の割合は、予算現額で見ますと一般会計のう１５．

５％、決算額で申し上げますと１３．５％という状況になってござい

ます。 

本年は８月１２日に市の監査委員のほうから、市全体の決算審査の

公表がございました。審査結果でございますけれども、予算の執行に

ついては、おおむね適正に処理されているというそういう講評をいた
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だいておりますので、ご報告申しあげます。 

またこれとは別に各課、個別の課に意見をいただいておりまして、

今後はご指摘の改善あるいは予算の適正な執行に活かしてまいりたい

というふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

それでは各課から個別に報告をさせていただきますので、よろしく

お願いします。 

 

教育総務課長 それでは教育総務課からまず報告をさせていただきます。 

資料の７ページを御覧いただきたいと思います。こちらの決算の資

料に沿って説明をさせていただきます。ボリュームが非常に多いもの

ですから、新規事業、重点事業、特出するような事業を中心に説明さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

まず、７ページ目の上段、教育委員会運営事務、こちらのほうの事

業内容に大きな変更はございません。 

７ページ目の下段ですけれども、教育文化振興基金積立事務です

が、故山本一郎様から福江小学校の児童のためとしていただいた寄附

金１，０００万円、こちらのほうを教育文化振興基金に積み立てをさ

せていただいたものでございます。 

その次、８ページ目を御覧いただきたいと思います。８ページの下

段、義務教育振興事業でございますが、こちら伸び率のほうは資料に

記載のとおり１１９．８％、前年度決算と比較して５，８００万円ほ

どの増額になっております。増額の主な要因でございますが、令和６

年度から実施の入学応援金の支給、これが令和５年度から令和６年度

にかけて増えております。こちらが５，０４０万円の増ということ。 

あと、水泳授業にかかるインストラクターによる指導業務が昨年度

から増加したことによる増が６００万円ほど。豊橋市立くすのき特別

支援学校の負担金が約３００万円、これは減額という形ですね。また

備品購入費として小中学校で使用する軽トラック、中型トラックの購

入をいたしましたので、こちらの増額５８０万円ほどでございます。 

９ページ目を御覧ください。９ページ目の上段、部活動奨励事業、

こちらは伸び率がマイナスの３１．４％、約４５０万円の減額となっ

ております。この主な要因としましては、小学校の部活動が令和５年

度をもって廃止をされて、令和６年度支出がないものですから、その

ことによる部活動奨励金の減が主な要因でございます。 

続いて、ちょっと飛びますけれども、１２ページを御覧ください。

１２ページの下段、高等学校等生徒支援事業についてでございます

が、伸び率のほうは１０％、主な要因としましては奨学金認定者の増

でございますとか、高等学校等バス通学費の助成金の増でございま
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す。昨年度と比較しますと、奨学金認定者は４人の増、定期券購入件

数のほうは約２０件増加している、そのようなものでございます。 

次の１３ページの上段を御覧ください。１３ページの上段、小学校

管理運営事業でございますが、伸び率は７８．６％、約１億８００万

円の増額となっております。こちらの主な要因としまして、昨年度か

ら旧伊良湖岬小学校の解体工事をやっておりまして、そちらのほうの

解体工事費の増でございますとか、スクールバス等委託料の増による

ものが主な要因でございます。 

続いて、１３ページの下段の小学校情報教育整備事業のほうは、内

容に大きな変更はございません。 

１４ページを御覧ください。１４ページは、小学校管理運営事業の

学校配当予算でございます。この事業は各小学校への学校配当の予算

をひとくくりにまとめて集計したものでございまして、伸び率は９％

の増、約５００万円の増になります。この主な要因としましては、亀

山小学校、福江小学校、泉小学校におきまして、いただいた寄附金を

活用した支出が増となっているものになっております。 

その次、１５ページを御覧ください。１５ページの下段、小学校教

育扶助事業。こちらの事業につきましては、経済的な理由により就学

困難な児童の保護者の方に対して支援するものでございまして、伸び

率はマイナスの１３．９％、約２２０万円の減となっております。主

な理由としましては、就学援助の対象となる児童数の減。それと令和

５年度に実施した物価高騰対策として行った特別就学支援金というも

のがございまして、そちらが２１０万円ございましたが、令和６年度

はないものですから２１０万円の減というものでございます。 

続いて、１６ページの上段を御覧ください。小学校特別支援教育就

学支援事業でございますが、こちらについて、内容について大きな変

更はございません。 

続いて、１７ページの上段、小学校整備事業の繰越しでございま

す。伸び率は皆増で約１億３，４００万円の増という形になります。

こちらの事業の内容としましては、令和５年度からの繰越しの予算と

して執行したものでございまして、令和５年度から令和６年度の継続

事業として実施したもので、童浦小学校屋内運動場改築工事、このよ

うな事業と、あと令和５年度からの繰越し事業として実施した小学校

屋内運動場照明器具ＬＥＤ化工事等、こちらの記載の工事を行ってき

たものでございます。 

その下、１７ページの下段、小学校整備事業でございますが、伸び

率はマイナスの２４％、約１億３，１００万円の減でございますが、

主な内容としましては、令和５年度から６年度の継続事業として実施

した、童浦小学校の屋内運動場改築工事の令和６年度予算分として支
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出したものがこちらに載っております。 

あと令和６年度から令和９年度までの継続費として、童浦小学校の

仮設校舎の賃貸借、こちらのほうを行っておりまして、こちらを計上

してあります。 

あと福江小学校の屋内運動場空調設備設置工事設計業務等を行って

きております。また童浦小学校の仮設校舎賃貸借につきましては、令

和６年度の予算分の予算額２６０円分が残っておりまして、そちらを

令和７年度へ繰越し、福江小学校屋内運動場空調設備設置工事は、予

算額の２億９９７万９，０００円を令和７年度へ繰越し、また福江小

学校屋内運動場空調設備設置工事管理業務も予算額６４４万８，００

０円をそれぞれ令和７年度へ繰り越す内容となっております。 

続いて、１８ページの上段を御覧ください。１８ページ目の上段

は、中学校管理運営事業になります。伸び率は１６．２％、約２，３

００万円の増という形になっております。こちらの主な要因でござい

ますが、主には田原中学校屋内運動場のバスケットボールの購入等に

より増となっているものでございます。移動式バスケットボールを２

対、４台購入をしておりまして、総合計が１，５２０万２，０００円

というようなものが載っております。 

その下、１８ページ目の下段、中学校情報教育整備事業、伸び率が

４．３％、約７０万円の増でございますが、内容に大きな変更はござ

いません。 

１９ページ目の上段、中学校管理運営事業の学校配当予算でござい

ますが、こちらも内容に大きな変更はございません。 

続いて、２０ページ目の上段です。中学校教育扶助事業でございま

すが、こちらも先ほどの小学校教育扶助事業の内容と同様の授業にな

りますが、伸び率がマイナスの１４．１％、約１９０万円の減という

ふうになっておりまして、主な内容としましては就学援助の対象とな

る児童数の減でございますとか、令和５年度に実施をしました物価高

騰対策として行った特別就学支援金１１５万円のこちらの減という形

になっております。 

２０ページ目の下段、中学校特別教育就学支援事業でございます

が、内容について大きな変更はございません。 

続いて、２１ページの下段、中学校管理運営事業の繰越し事業でご

ざいます。こちらの内容としましては、令和５年度からの繰越し予算

として執行したものでございまして、福江中学校の管理教室棟２階ト

イレ改修工事を行ったものでございます。 

続いて、２２ページの上段、中学校整備事業でございますが、伸び

率の皆増の約４，６００万円の増という形になっておりますが、主な

内容としましては東部中学校ほか、市内の４中学校の屋内運動場空調
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設備設置工事の設計業務、市内４中学校の校舎棟等の照明器具ＬＥＤ

化整備工事の設計業務等を行ったものでございます。 

また東部中学校、赤羽根中学校、福江中学校の屋内運動場空調設備

整備工事の予算額９億２，６６２万９，０００円、こちらを令和７年

度へ繰越しをさせていただいておりまして、同じく工事の管理業務の

予算額７３８万１，０００円を、令和７年度へ繰越しをしておりま

す。 

次に少し飛びますけれども、４５ページを御覧ください。４５ペー

ジのほうは、給食センター運営事業になります。４５ページの上段に

なりますが、給食センター運営事業でございますが、給食センターの

運営をＰＦＩ事業で委託をしておりまして、それらにかかる経費をこ

ちらに計上しております。給食センター維持管理業務、運営業務につ

きまして、物価によってサービス料が変動することとなっているもの

でございます。 

また、その他です。会計年度任用職員の報酬の減などもございまし

て、伸び率がマイナスの１．６％、約７７０万円の減という内容でご

ざいます。 

次のページ、４６ページを御覧ください。この事業は学校給食の食

材を購入するそのような事業になりますが、物価高騰に伴いまして給

食に使用する食材も高くなっております。そのようなことから賄い材

料費が増となっております。前年度と比較しまして伸び率が３．

１％、約８００万円の増という、そのような決算となっております。 

以上、教育総務課についての説明とさせていただきます。 

 

学校教育課長 学校教育課です。お願いします。 

９ページまでお戻りください。９ページの下段、学校教育推進事業

の伸び率が１４．２％になっています。会計年度任用職員の手当の関

係で、１０％ほどの増となっています。 

続いて、１０ページ上段、国際理解教育推進事業２２．１％の増、

伸び率が２２．１％になっています。ＡＬＴの急遽の帰国等がござい

まして、伸び率が２２．１となっております。その下、１０ページ下

段、中学校、中学生の海外交流事業を昨年度より実施しましたので、

全て増という形になっております。 

１１ページの上段、教育サポートセンター事業は、伸び率３％とし

て変わりありません。その下の教員研修事業につきましても、０．

７％で変わりません。 

１２ページ、共育推進事業が確率が、伸び率が１２％となっており

ます。これも会計年度の手当の関係で１０％ほどの伸びが上がってい

ます。 
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下に行っていただきまして１５ページ、児童教職員の健康管理は

０．３％の減、そんな変わりません。 

それから１６ページの下段、小学校教材購入事業ということで昨年

度、小学校の教科書が変わりましたので、それに伴い教員の教科書等

を準備するということで、７８．５％の増となっています。 

大きなところは、以上です。 

 

生涯学習課長 続きまして、生涯学習課からご説明いたします。私のほうからは児

童クラブ、文化芸術、市民館などを説明させていただき、文化会館あ

るいはスポーツ関連の管理運営につきましては、主幹のほうから説明

させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

多くの事業がありまして、児童クラブをはじめ全部で２５事業、う

ち２事業は繰越しとなりますが、多くの事業数がありますので変更が

あったものを中心に説明していきます。 

それでは２２ページの下段を御覧ください。児童クラブ運営事業と

なります。こちらのほうは伸び率１２．０％、約１，３００万円の増

となっております。この主な理由としましては、指導員７７名の時給

単価の増等により報酬が約１，２００万円の増加。新たに会計年度任

用職員の勤勉手当支給による職員手当等が約１７０万円の増加。 

令和５年度に児童クラブＩＣＴシステム導入を行ったため、委託料

が前年度に比べ約９００万円の減。そのシステム、児童クラブのＩＣ

Ｔシステムの使用量が発生したことによって、使用量が約２５８万円

の増となっております。 

また、令和５年度子ども・子育て支援施設整備交付金確定による返

還金として約３７５万円の増が、増加の要因となってございます。 

続いて、２３ページ上段を御覧ください。社会教育推進事業ですが

伸び率６．４％、約１７万円の増となっておりますが、主な理由とし

ましては、旅費及び社会教育団体連絡協議会への補助金の増額でござ

います。 

続いて、２３ページ下段を御覧ください。青少年健全育成推進事業

ですが、伸び率１．６％で微増でございますので、詳細につきまして

は省略させていただきます。主な事業内容につきましては、記載のと

おり実施しております。 

続いて、２４ページの上段を御覧ください。二十歳の集い運営事業

となります。こちらのほうも伸び率が微増となっております。そのた

め詳細については、省略をさせていただきたいと思います。主な事業

については、記載のとおり実施しております。 

続いて、２５ページの上段、生涯学習講座等開催事業です。こちら

のほうも伸び率が微増でございますので、詳細の説明については省略
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させていただきます。主な事業内容については、記載のとおりとなっ

ております。 

続いて、２５ページ下段を御覧ください。江比間野外活動センター

運営事業でございますが、伸び率が１１８．９％、約１，８７０万円

の増となっておりますが、主な理由としましては、老朽化した歩道橋

の撤去工事を行ったことにより、１，４８７万円を前払金として支払

ったことにより、増額の要因となっております。また、こちらの歩道

橋撤去工事は、令和７年度に繰越しをしております。なお、令和６年

度末をもちまして、こちらの江比間野外活動センターのほうが閉鎖と

なっておりますので、今後の事業のほうもなくなっていく形となって

おります。 

続きまして、２６ページ上段を御覧ください。ふるさと教育センタ

ー運営事業ですが、伸び率が５６．３％、約３２０万円の増となって

おりますが、主な理由は構内第１柱、電気設備取替工事で約１２３万

円。また、くすのきルームのＬＥＤ照明取替工事に９７万円。古くな

った公用車を約１７２万円で買替えをしたことによる増額が要因とな

っております。 

続いて、２６ページ下段を御覧ください。家庭教育推進事業です

が、伸び率が微増でございますので、詳細の説明については省略させ

ていただきます。主な事業の内容については、記載のとおりとなって

おります。 

続いて、２７ページ上段を御覧ください。芸術文化振興事業です

が、こちらも伸び率が微増となっておりますので、詳細の説明につい

ては省略させていただきます。主な事業内容については、記載のとお

りとなっております。 

続いて、２８ページ上段を御覧ください。市民館整備事業（繰越）

でございますが、皆増となっております。こちらの事業につきまして

は記載のとおり、令和５年度から４件の工事を繰越したものとなって

おります。 

続いて、２８ページ下段、市民館運営事業ですが、伸び率が９．

８％、約１，２９０万円の増となっております。主な理由としまして

は、市民館主事20名の月給の改定により報酬が約５８５万円、また新

たに勤勉手当を支給したことにより、職員手当等が８９６万円ほど増

となっていることが要因でございます。 

続いて、２９ページ上段を御覧ください。市民館整備事業ですが、

伸び率が１，３０１．２％、約３，５３０万円の増となっておりま

す。この事業は、令和６年度から市民館運営事業の中で、施設整備に

関する部分をこの事業に移管してございます。主な増加理由としまし

ては、野田市民館建設設計業務などの建て替えに関すること、田原南
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部市民館、和地市民館に多目的ホールを建設するための委託事業など

として約１，９５０万円、大草市民館空調改修工事等として、約１，

８５０万円の増額となっていることが要因でございます。 

以上でございます。 

 

生涯学習課主幹 続きまして、施設関係の事業についてご説明いたします。 

３１ページの下段の田原文化広場運営事業を御覧ください。事業内

容は、田原文化広場の管理運営で保守点検等の業務委託や修繕、施設

利用の受付事務を行っております。事業費につきましては区分ごとの

増減はございますが、全体では大きな変更はございません。 

次に、３２ページの上段の赤羽根文化会館運営事業でございます。

こちらも事業内容、事業費ともに令和５年度からの大きな変更はござ

いません。 

次に、３４ページ上段の芸術文化施設整備事業でございます。事業

内容は芸術文化施設の工事等の施設整備で、令和６年度は田原文化会

館の改修工事が４件と備品の購入が１件ございました。伸び率の２

３．１％は工事等の内容により増額となったものでございます。 

次に４０ページ上段のスポーツ施設整備事業（繰越）を御覧くださ

い。事業内容は、渥美運動公園のアリーナ及び武道場の天窓部分の防

水工事を令和５年度から６年度にかけて実施したものでございます。 

次に、同じページ下段の総合体育館運営事業でございます。こちら

は、伸び率が１０．７％となっておりますが、主な要因といたしまし

ては、設備の老朽化に伴う修繕が増えたことによる増額でございま

す。 

次に、４１ページ上段の渥美運動公園運営事業でございます。事業

内容は渥美運動公園の管理運営で、事業費につきましては区分ごとの

増減はございますが、全体では大きな変更はございません。 

次に、同じページ下段の赤羽根文化広場運営事業でございます。伸

び率が７．７％となっておりますが、主な要因といたしましては、こ

ちらも設備の老朽化に伴う修繕が増えたことによる増額でございま

す。 

次に、４２ページ上段の滝頭公園スポーツ施設運営事業でございま

す。事業内容は田原区と指定管理契約を結び、管理運営を行ってござ

います。事業費につきましては、区分ごとの増減はございますが、内

容につきましては大きな変更はございません。 

次に、同じページ下段の白谷海浜公園陸上競技場運営事業でござい

ます。事業内容は、白谷区と指定管理契約を結び管理運営を行ってお

ります。事業費につきましては、こちらも区分ごとの増減はございま

すが、全体では大きな変更はございません。 



-19- 

次に、４３ページ上段の緑が浜運動公園運営事業でございます。事

業内容は、田原造園協同組合と指定管理契約を結び管理運営を行って

ございます。こちらは伸び率が１６．７％となっておりますが、主な

要因といたしましては、修繕等の維持管理が増えたことによる指定管

理委託料の増額でございます。 

次に、同じページ下段の中央公園スポーツ施設運営事業でございま

す。こちらは伸び率がマイナス１０．７％となっておりますが、主な

要因といたしましては電気料や修繕が減ったことによる減額でござい

ます。 

次に、４４ページ上段の地域運動公園運営事業でございます。事業

内容は地域運動公園及び運動広場の管理運営で、地元のコミュニティ

協議会等と管理委託契約を結び、草取りですとか清掃作業等を実施し

てございます。事業費につきましては、伸び率が３０．３％となって

おりますが、主な要因といたしましては、東部運動公園の多目的広場

に１２台のベンチを購入したことによる増額でございます。 

次に、同じページ下段のスポーツ施設整備事業でございます。事業

内容はスポーツ施設の整備で、令和６年度は記載の９件の工事を行っ

ています。伸び率３９％は改修工事の内容により増額したものでござ

います。 

なお、白谷海浜公園陸上競技場走り幅跳び等走路改修工事につきま

しては、今年度に繰越しをしてございますが、この５月には工事を完

了しております。 

以上でございます。 

 

スポーツ課長 スポーツ課です。お願いいたします。 

３７ページ下段をお願いいたします。スポーツ推進事業といたしま

して、令和５年度決算と比べますと２８７万３，１３３円の減額、率

としまして７．７％の減額となっております。減額分の大きな理由と

いたしまして、委託料の市民プールの関連業務、また一流選手を招い

たスポーツ教室、野球、フットサル、ソフトボールがありますが、約

１５０万円の減額となっております。 

また、増額となったものといたしましては、公用車、プロボックス

を購入したものと、あとスポーツ大会開催事業からの予算組替えとな

った中学校のバレーボール、バスケットボール教室などの増額が入っ

ております。 

続きまして、３８ページの上段を御覧ください。スポーツ団体支援

事業になります。こちらのほうは、令和６年度は７７２万７６０円と

なっておりまして、２万６，４００円の前年令和５年度の増額となっ

ております。大きな増減はございません。こちらスポーツ教室やスポ
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ーツフェスティバルの委託費などを実施しております。 

３８ページ下段のほうを御覧ください。学校施設開放事業でござい

ます。こちらのほうは１９．８％の減額となっておりますが、電気料

の使用料の減額が主な要因となっております。 

続きまして、３９ページ上段を御覧ください。スポーツ大会開催事

業でございます。こちらのほう令和５年度決算額に比べますと、４２

万４，９５３円の減額。こちらもともと全体額が大きくないですの

で、４９％の減となっております。こちらは先ほど事業繰替えがあり

ましたといった中学生のバレー、バスケットボール教室が違う事業費

のほうに行ったのが、主な減額の要因となっております。 

最後、３９ページの下段となっております。こちらのほうスポーツ

大会支援事業でございますが、令和６年度決算額１，８６２万２２８

円、減額としますと２，９０６万７，９９３円。こちらのほうの大幅

な減額の理由といたしましては、アイアンマン７０．３東三河ジャパ

ンの負担金、こちらのほうが実施されなかったものですので、そちら

の減額が大きな理由となっております。 

以上となります。 

 

文化財課長 それでは文化財課になります。 

少し戻っていただきまして、３３ページを御覧ください。３３ペー

ジ、池ノ原会館運営事業と、崋山会館運営事業になりますが、どちら

も伸び率が４．８％のマイナスと、０．５％のマイナスになります

が、事業内容等には前年度と決算ともに変わりありませんので、説明

は省略したいと思います。 

次のページ、３４ページの下段を御覧ください。埋蔵文化財調査事

業になります。伸び率につきましては３８．４％ということで、およ

そ５００万増額となっております。主な要因といたしましては、補助

事業を活用して行っております渥美窯の資料分析、それから吉胡貝塚

とか、伊川津貝塚、保美貝塚等の再整理に伴って、今年引き続いて統

括報告書を出させていただきましたので、その報告書の作成の委託費

等が増額の要因となっております。事業費内訳の備品購入費のところ

に公用自動車１台がありますが、１１８万円ほどで購入させていただ

きました。こちらのほうも増額の要因となっております。 

続きまして、次のページの３６ページの上段、文化財の保護事業に

なります。こちらのほうは１４．７％のマイナスということになりま

す。主な事業内容、こちらのほうは市内にあります史跡天然記念物等

の維持管理に関わる経費となっております。主な事業内容の１番下、

文化財保存事業費補助、本町の山車とからくり人形の修繕に関しまし

ては、事業費内訳の補助金のところに５万４，０００円ありますが、
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補助金としてですね。これは予算の範囲内で２分の１で補助としてい

ったものであります。 

続きまして、そのページの下段の博物館の運営事業になります。こ

ちらのほうは伸び率０．２％のマイナスということになっておりま

す。こちらのほうは後ほど出てきますが、一部の事業、工事関係の事

業費です。文化財施設整備事業へ移管をしているところになります。

博物館につきましては、企画展とテーマ展を川瀬巴水、荒井寿一コレ

クション、それから開業１００年の渥美線展ということで行わせてい

ただいたり、調査研究の成果として、研究紀要、それから盛義海水亭

というところの報告書を刊行しているところであります。 

それから事業内容の最後の表のところで、重要文化財の渡辺崋山像

の解体修理を行なっております。こちらのほうも国庫補助を活用して

事業費総額で３３９万８，１０８円で、その２分の１に当たります１

６９万円が国庫補助ということになっております。 

続きまして、次のページ、３６ページの下段、吉胡貝塚公園運営事

業になります。こちらのほう、伸び率のほうが１．１％の増というこ

とになります。吉胡貝塚資料館のほうは例年どおり、特別体験教室で

ありますとか、講座等を行って入館者等も徐々に増えているという状

況になっています。 

最後になりますが、３７ページの上段、文化財施設整備事業になり

ます。こちらのほうは、令和６年度からの新規に事業として起こした

ものになりまして、文化財課が所管する施設の工事関係のものをまと

めて、ここで掲載しているものになります。主な事業内容につきまし

ては、そちらに書いてあるような工事、それから設計、そこの工事の

ところの設計等を行ったものであります。 

なお、吉胡貝塚資料館の照明のＬＥＤ化改修工事につきましては、

１，４９０万５，０００円を令和７年度に繰り越しているというとこ

ろでございます。 

以上です。 

 

図書館長 最後は図書館です。 

２９ページのほうを御覧ください。２９ページ、下段の図書館運営

事業の繰越し分となります。主な事業内容ですけれども、中央図書館

の空調設備の更新と、照明器具のＬＥＤ化改修工事を、令和５年６月

から令和６年５月にかけて実施しているものとなります。 

次の３０ページを御覧ください。図書館運営事業です。伸び率１６

６．７％ということで、約２億１，８９０万円の増額となっておりま

す。主な要因が２点ございまして、先ほど繰越部分で説明しました中

央図書館の改修工事の令和６年の部分の工事請負費の増額となってい
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るもの。そして２つ目の要因ですけれども、市内小中学校１８校に対

しまして図書館システムの構築と、電子図書館サービスの導入を行い

ました。こちらが主な要因となります。 

続きまして、３１ページの上段、図書館資料収集事業を御覧くださ

い。こちら伸び率１５．４％ということで、約２９０万円増額となっ

ておりますが、事業内容については特に変更はございません。 

以上です。 

 

教育長 それでは事務局の説明が終わりました。非常にたくさんの情報があ

ったのですけれども、ご質問等はございますか。 

田中早苗委員どうぞ。 

 

田中早苗委員 お願いします。江比間野外センターの閉館に伴う、今までのイベン

トのキャンプについてなんですけれども、今後、生涯学習課で開催す

る予定などありましたら教えてほしいです。 

 

生涯学習課長 キャンプ場が閉鎖することで、代替として休暇村であるとか谷ノ口

公園とか、こちらのほうでやっていただくという、代替施設はこちら

でという形になりますが、イベント等は、特には代替で行う予定は、

今のところありません。 

 

田中早苗委員 そうですか。ありがとうございます。 

 

教育長 よろしいですか。そのほかございますでしょうか。 

太田委員どうぞ。 

 

太田孝雄委員 ９ページの部活動奨励事業ですが、主な事業内容のところで、後ろ

のほうから１行目の、中学校の部活動及び全国大会等出場選手に対

し、奨励交付金を交付したということですけれども、この全国大会出

場選手に奨励交付金というのは、先ほど教育長の表敬訪問にもありま

したけれども、ああいうクラブチームの子もこれの対象になるのか、

中学校の純粋に部活動をやっている生徒が対象になるのか、その辺り

はどうでしょうか。 

 

教育総務課長 部活動奨励事業につきましては、部活動でということ。学校の部活

動で出場した場合ということで。 

 

太田孝雄委員 部活動限定ということですね。 

 



-23- 

教育総務課長 そうですね。 

 

太田孝雄委員 はい。 

 

スポーツ課長 補足です。スポーツ課としまして、部活動はこちらで出るのです

が、それ以外のクラブから出て全国行った子は、スポーツ課のほうで

激励金として１人当たり１万円、国体とか２万円とかで額が高くなっ

ていきますが、スポーツ課のほうで支給する形になっております。 

 

太田委員 分かりました。 

 

教育長 そのほかいかがでしょう。よろしいですか。 

質問もないようですので、お諮りをいたします。 

議案第２５号 令和６年度一般会計教育費決算については、原案ど

おり可決することにご異議はございませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

ありがとうございます。では、ご異議ないようですので、議案第２

５号につきましては、原案どおり可決をいたしました。 

次に、議案２６号、令和７年度一般会計教育費補正予算についてを

議題といたします。事務局の説明をお願いいたします。 

 

教育総務課長 議案第２６号 令和７年度一般会計教育費補正予算について、令和

７年度一般会計教育費補正予算については別添によるものとする。令

和７年８月２０日提出、田原市教育委員会教育長名でございます。 

今回、９月の補正予算の案件になります。全体で６事業、歳出にし

まして４，０５３万９，０００円の増額の補正という形になっており

ます。 

１ページお進みいただきまして、この４９ページからは要求書とい

う形で資料を付けさせていただいておりますので、この要求書資料は

委員さん限りの取扱いでまずお願いしたいということで、これに沿っ

て順に説明をしていきたいと思います。 

まず、４９ページ御覧いただきますと、左上あたり御覧いただきま

すが、事業３というものがあります。事業３というところに書いてあ

るもの、このページで言えば、教育文化振興基金積立事務という事業

でございます。補正額についてはこの中段の欄で、中段の表の財源内

訳というところがありますが、その１番右に計というものがあるかと
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思います。その上から２段目の１，０００万円というところがありま

すが、こちらが補正額１，０００万円を増額するものでございます。 

その下の表にありますとおり、積立金としまして教育文化振興基金

の積立て１，０００万円を補正するものという、このようになってお

ります。 

１ページお進みいただきまして、資料５０ページを御覧ください。

この積立てにつきましては、令和７年８月４日に故山本一郎様の遺言

相続人２名の方から、山本様のご遺志によりまして福江小学校の児童

に役立てるためとして、いただいた寄附金１，０００万円を基金のほ

うに積立てていくものでございます。 

続いて、５２ページを御覧ください。５２ページは、大草小学校管

理運営事業になります。この補正額につきましては１００万円を補正

するものです。 

次のページ御覧いただきますと、５３ページになりますが、内容に

つきましては南谷進治様から、大草小学校の教育振興のためとして、

令和７年４月２４日にいただいた寄附金１００万円を活用しまして、

寄附の目的に資する備品、消耗品の購入、あと修繕費に充てるもので

ございます。この大草小学校と調整をしまして、こちらの今資料５３

ページにあるような内容でやっていきたいというふうに思います。 

５５ページのほうを御覧ください。５５ページは小学校整備事業に

なります。補正額は委託料の１２６万７，０００円、工事請負費４７

８万５，０００円、合計６０５万２，０００円こちらを増額補正する

ものです。 

次のページ御覧いただきますと、事業の内容が記載してございま

す。内容は田原東部小学校のフェンスの更新工事、高松小学校のフェ

ンスの更新工事、また福江小学校の屋外トイレ改修工事設計業務と、

それに伴うアスベスト含有検査業務、こちらを行うものになっており

ます。 

まず、田原東部小学校のフェンスにつきましては、敷地周辺道路沿

いのフェンス支柱が腐食しておりまして倒れかかっておりました。現

在応急処置をしておりますが、その他の箇所についても腐食が進行し

ていることから転倒する危険性がありますので、今回更新工事を行う

ものになります。 

次の高松小学校のフェンスにつきましては、敷地東側道路沿いのフ

ェンス支柱根本の腐食、あと部材の腐食が多数確認をされまして、転

倒する危険性が高いため更新工事を今回行うものでございます。 

福江小学校の屋外トイレの改修につきましては、福江小学校のほう

へいただいた寄附金を活用して行う改修工事を行うものでございまし

て、今回その設計業務とアスベスト含有検査業務を、まず行わせてい
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ただくというようなものになっております。 

５８ページのほうを御覧ください。５８ページは中学校整備事業と

なります。こちら補正額は工事請負費の５４５万６，０００円、こち

らを増額するものです。内容につきましては、福江中学校のオストメ

イト対応水洗器具整備工事、田原中学校の駐車場側溝蓋受整備工事を

行うものになります。 

福江中学校のオストメイト対応水洗器具整備工事につきましては、

オストメイトの対応が必要な教職員の復職に備えて、今回整備をして

まいりたいというものでございます。 

また、田原中学校の駐車場側溝蓋受整備工事につきましては、田原

中学校の職員用採石駐車場とアスファルトの舗装通路の間にあるグレ

ーチングが固定されていなかったため、グレーチングがずれて落ちる

ことがございまして、本年度グレーチングがずれて落ちた箇所を車両

が通行して、その車両が破損したという事故が発生しております。事

故が起きないように、今回グレーチングを固定する工事を行ってまい

ります。 

教育総務課分としては、以上でございます。 

 

生涯学習課長 続きまして、生涯学習課施設管理係所管事業の補正予算について、

ご説明いたします。 

資料は６１ページを御覧ください。芸術文化施設整備事業でござい

ますが、補正額は委託料の１，３１０万６，０００円でございます。 

１ページお進みいただき、事業概要を御覧ください。内容といたし

ましては、田原文化広場の文化ホール及びホワイエ、ホワイエといい

ますのは、文化ホール出入口前の共有スペースになりますが、そちら

のほうの空調設備におきまして経年劣化による機能不全が生じてお

り、利用者の安全性の確保など、適正な施設運営に支障をきたしてい

る状態のため、まずは改修工事に必要な石綿調査及び設計業務を行う

ものでございます。なお、改修工事につきましては、令和８年度の実

施を予定しております。 

次に、６４ページを御覧ください。スポーツ施設整備事業でござい

ますが、補正額は委託料の４９２万５，０００円でございます。こち

らもう１ページお進みただき、事業概要を御覧ください。内容といた

しましては、渥美運動公園体育館の空調設備の検討業務でございま

す。こちらは体育館の規模や構造、地震避難所としての機能の確保な

ど、事前に整備すべき技術的な課題が多岐にわたっておりますので、

まずは最適な整備手法や概算費用、交付金活用の可能性などについて

調査検討を行うものでございます。 

次に、資料の６９ページを御覧ください。債務負担行為の見積書で
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ございますが、内容といたしましては現在、滝頭公園野球場夜間照明

施設の照明の一部が点灯していない状況でございますが、使用してい

るランプの生産が既に終了しており、調達困難で修繕対応ができない

ため、早急にＬＥＤ照明への更新を行うものでございます。費用とい

たしましては１億２，７９６万１，０００円で、１０年間の維持管理

込みのリース契約を検討しております。 

また、すみません。資料を付けていないのですけれども、この事実

を受けまして、照度を簡易的に測定いたしました結果、硬式野球につ

きましては、ＪＩＳの照度基準未満であることが判明をいたしました

ので、中学生、高校生などの利用者の安全確保を第一に、９月１日か

ら硬式野球の夜間利用を休止させていただくよう現在、関係団体と協

議調整を進めているところでございます。 

以上でございます。 

 

教育長 よろしいですかね。事務局の説明が終わりました。委員の皆様から

何かご質問等はございますか。 

太田委員どうぞ。 

 

太田孝雄委員 ５９ページの福江中学校の水洗器具整備工事の件ですけれども、こ

ういった設備は福江中学校には整備されていないけれども、ほかの学

校には整備されているのか、当然、教職員の異動もありますので、そ

の辺りがどういう状況かというのを教えていただきたいと思います。 

 

教育総務課長 今現在の整備状況という点は、神戸小学校のほうに付いているとい

うところと、簡易的なものですけれども、伊良湖岬小学校の体育館の

多目的トイレのほうに設置している。 

 

太田孝雄委員 新しい学校には付いている。 

 

教育総務課長 そうです。今現在、バリアフリー化の、トイレのバリアフリー化を

子供さんに合わせて進めているところですけれども、そういった点で

今年度もいくつかの学校でバリアフリー化、トイレのバリアフリー化

を進めますので、その中で付けていく形になっていくと思います。 

 

太田委員 徐々にですね。分かりました。 

 

教育長 よろしいでしょうかね。人事については簡単には、ここではお話は

できませんが、十分考慮をしてやっていきますので、よろしくお願い

します。 
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そのほかございますでしょうか。よろしいですかね。ご質問等もな

いようですので、お諮りをいたします。 

議案第２６号 令和７年度一般会計教育費補正予算については、原

案どおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

はい。ありがとうございます。では、ご異議ないようですので、議

案第26号につきましては、原案どおり可決をいたしました。 

続いて、報告事項に入りたいと思います。では、教育委員の皆様か

ら連絡報告事項を順次お願いしたいと思います。 

まず、髙崎委員からよろしくお願いします。 

 

髙崎佐智江委員 では失礼いたします。私は、教育委員としての活動は今回なかった

ものですから、このお盆もあった期間に教育のあり方、部活動のあり

方をとても考えさせられた期間になりました。 

ひとつには中学校の同窓会に参加をさせていただいたこと、また今

最後のクライマックスになっている高校野球からという観点からお話

をさせてください。 

中学校の同窓会、クラスの同窓会があり、参加をさせていただいた

のですが、今年は豊橋中央高校野球部のバッテリーが同窓だというこ

とになり、とても話が盛り上がっていました。 

田原市に来ているのが私１人ということで、最初に自己紹介するの

ですけれども、私がその中で申し上げたのが、田原は人口のわりに本

当に個性豊かな方が、ご活躍されている方が多いなということ。これ

が私もこちらに来てすごく思ったのですけれども、ある地域で、地域

ごとに分けたときに、そこの地域は本当に人口が少ないのに、海外で

ご活躍されていらっしゃる方がみえたり、すごくいろいろな分野で活

躍されてみえる方がいらっしゃるということに、すごく私自身考え、

なんでこういう人材が育つのかな、どういうところがベースにあるの

かなということを、とても考えさせられました。 

そして、この高校野球がありまして、今年は珍しく座って観たわけ

なのですけれども、１番印象に残りましたのがもちろん豊橋中央高校

であったり、それから昨日の試合です。昨日の、もちろん地元の阿部

選手が出ていらっしゃったということもあり、そしてこの東海地区の

高校、唯一の勝ち残っている公立高校が出ているというところは、私

にとってはとても興味深いものがありました。 

自分の子供が高校野球をしていたということもあり、この炎天下に

全身湿疹だらけになりながら応援したことを懐かしく思い出したので
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すが、まず当時思い出しましたのは、この東三河の選手の多くはたく

さん米を食べなさい、今だととても贅沢な話ですが、たくさん米を食

べなさいと言っていました。 

当時も愛知県の強豪高校は、管理栄養士がつき栄養バランス考えて

いました。そこで自分たちで工夫するしかないんです。私にできるこ

とはとにかく30品目、毎日作ってほしいという希望があったので、私

はもう毎日30品目のご飯を用意したわけなんですね。それも１つの親

の楽しみではあったのですけれども、１番思ったのが、監督さんが、

終わったときに、勝ったチームが強いとおっしゃった監督さん、そし

てもう一方の監督さんは個々の能力が高いけれども、チーム力はうち

のほうが高いんだと言っていた監督さん、この両者がおそらくいろい

ろなプロフェッショナルな観点から見て、実力の差をご存知でいらっ

しゃるなと思いました。 

ですが、１番思いましたのが、なぜこの教育の在り方を考えたかと

いうと、ピッチに立ったときに、勝者の選手に笑顔があったのです

ね。この、あの舞台で笑顔を出せるということは、おそらく相当なト

レーニングを積んでいらっしゃるのだなと。その、身体だけのトレー

ニングではなく、メンタル面のトレーニングを積んでいるんだなとい

うことを感じさせられました。もちろんその阿部選手を１番応援した

い気持ちはあったのですけれども。 

もう一つ私が１番感じましたのが、県立岐阜商業高校のレフトの選

手です。生まれながらに不自由でいらっしゃるけれども、そのシーン

をテレビで映していましたけれども、捕った球を右手で取りまたグロ

ーブを左手に渡しボールを即座に投げて、とても強肩でいらっしゃい

ましたけれども、これはすごいなと。これは普通の選手ですら、すご

いトレーニングをするのに、この身体的にまず普通、何が普通か分か

りませんけれども、その時点ではハンディキャップを持っていらっし

ゃるのに、１番最初に捕った球もそうだったのですけれども、これが

できるってすごいなって。真のヒーローって、私はそういうところに

あると思っていまして、これ今、昨今、問題になっている、なかなか

学校に行きづらいとか、そういうお子さんたちいらっしゃると思うの

ですけれども、あの舞台で見せたすばらしいプレーの裏には、すごい

ご本人の努力と意思とマインドがあったのだということを、これをぜ

ひ私は、これはたまたまこの夏の課題ですけれども、まずは先生方の

信頼関係だと思いますが、こういったところを光として考えてほしい

なと思いました。というのは、子供が中学校時代、スピーチコンテス

トに出させていただいた時に知ったのですが、愛工大名電のエースで

甲子園に出た柴田章吾選手というベーチェット病の方がいらっしゃい

ます。このベーチェット病の方も、６大学に行き、巨人軍に入られま
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した。こうして本当にこういう方をまねていらっしゃると思います。 

先ほど教育長がおっしゃったように、時習館高校が世界を目指して

いかれるということももちろんですが、その、そこに入るまでにこの

田原の教育の中で、もっともっと先を目指すことができる、そしてこ

の田原の、このスモールタウンだけれども、でも個性をそれぞれ生か

す教育があるんだということを、親御さんたちが分かっていただきた

いなということ。 

これだけの税金を使って、市が一生懸命考えてくださっているこ

と、そしてこのＡＩが発達してきて、特に今回考えたのは、ダルビッ

シュ投手が大谷選手を攻略するときに、データをアメリカはものすご

く考えているそうですけれども、最終的には人と人なんだということ

を言っていました。なので、人の表情だったり、人の感情だったり、

心だったり、ここをＡＩ、それからこうしたデジタルが盛んになるに

つれて、先生方もそういった能力をますます磨かれていかれると、私

は田原市はもっともっと明るくなるんじゃないかなということを思わ

されました。 

以上です。 

 

教育長 ありがとうございました。 

続いて、太田委員よろしくお願いします。 

 

太田孝雄委員 私は、２点ご報告をさせていただきたいと思います。 

１点目は、７月３１日に田原市要保護児童対策地域協議会代表者会

議、大変長い名前の会議ですが、子育て支援課が事務局となってい

る、目的としては要保護児童の早期発見と適切な対応のために、こう

いった会議がありまして、これは私が参加した会議は年１回ですけれ

ども、そのほか毎月、実務者会議、それから対象児童については、そ

の都度検討会議というのが開かれているということです。 

私は教育委員会として参加をしたわけですけれども、それ以外にも

児相だとか保健所、警察、法務局、市内で言いますと、社会福祉協議

会だとか、医師会、校長会等、いろいろな組織のほうから参加を、委

員として参加をしているということです。 

会議の中身は、田原市や東三河の要保護児童についての相談状況だ

とか、特に虐待についての相談件数が、ここのところ増加傾向にある

ということで、田原市としては虐待防止のために関係機関と連携する

とともに、市として啓発活動を行っているのですが、特に学校関係か

らの発見が割合として多いものですから、もう６年間、指導者向け、

学校の教員、教職員向けに、小中高保育所等で巡回講話を行っている

そうです。もちろんケース会議は、その都度行っているということ
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で、それ以外にも広報研修会等を行って、児童の虐待に伴う要保護児

童の早期発見だとか対応について取り組んでいるという、そういう会

議であります。 

それから２点目は、博物館のほうで行われています昭和が始まって

１００年、戦争が終わって８０年という、８０年展のテーマ展のほう

に行かせていただきました。内容としては、昭和が始まって１００年

ということですので、その展示物があり、企画室と、それからもう１

つは戦争関係ということで、いずれも過去のことなのですけれども、

昭和が始まって１００年というものを陳列しているやつを見ると、大

変、私自身懐かしい品々だなということを思いました。昔の家電だと

か、玩具だとか、それから学校のいろいろなもの、オルガンだとか、

机だとかという備品も陳列されていて、大変懐かしく見させていただ

きました。 

戦争が終わって８０年展については、大変、心が重くなるような、

特に今回、小久保幸一郎さんという方の生い立ちからずっとこう戦争

に関わる、戦死するところあるいはそれ以後のことと、１人の人物に

焦点を当てて、展示物があったのは大変インパクトがあって、素晴ら

しいと思いました。 

それ以外にも田原市に住んでいた方々の、様々な個人に焦点を当て

たような品があって、とてもまあ戦争の事実、戦争があったというよ

うな事実だけじゃなくて、個人がどういうふうに生きたかというよう

な、本当に人間に絞ったような、そういう展示がとても印象的で、私

自身の心をさらにこう強くというか、まあ戦争に対する悲惨さという

ものを感じさせていただきました。 

以上です。 

 

教育長 ありがとうございます。 

それでは、田中早苗委員よろしくお願いします。 

 

田中早苗委員 お願いします。私からも２件ご報告いたします。 

８月２日に、こどもオペラを見てきました。開演前に近くの席のマ

マさんたちが、入退場自由がうれしいよね、と話していましたので、

やはり小さい子供がいるとトイレだったり、泣き出してしまったり

で、どうしても退場するということがありますので、そういうことを

配慮していただいていて、とても良かったと思います。 

子供たちは通路ではしゃいでいたり、にぎやかでした。ざわざわし

ていても幕が上がると、周りの大人が声をかけなくてもしーんとし

て、ステージに注目していました。 

劇中でダンスが苦手という役柄の子が、できるかなと不安がってい
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ると、客席からできるよ！と声が上がり、客席も一体となって物語に

のめり込んでいて、とても楽しい感じでした。 

集中して見ている子や、携帯のゲームをしている子などいろいろい

ましたが、魔女が登場すると泣き出す子がいたりして、役者的にはと

ても嬉しかったのではないかなと思います。 

ダンスシーンで子供たちも通路に出て一緒に踊ったりと、とても楽

しんでいました。某子供向けテレビ番組でショーなどがありますけれ

ども、会場が遠かったり、チケットが取れなかったり、小さい子連れ

にはとてもハードルが高くてなかなか行けなかったりするので、市内

で、しかもお値打ち価格で楽しめるこのコンサートは、親にとっても

子供にとっても、とても楽しい夏休みの思い出になったのではないか

と思いました。 

２件目です。８月５日から１２日まで、豊川高校に通う息子が戦後

８０年プロジェクトに参加しました。県内の県高校フェスティバル実

行委員会が企画したもので、５日の夜から夜行バスで広島へ行き、６

日の平和記念式典に参加し、平和の灯を自転車リレーで名古屋まで持

ち帰り、各参加校での平和学習に生かすというものです。 

県内２２校から８０名が参加し、７日間で５４０キロを走破しまし

た。熱中症などを避けるために、朝の４時半から午前中の涼しい時間

に自転車で走り、午後は各地で戦争について学んだそうです。１２日

のゴールセレモニーでは、参加した高校生が、体験者の話を直に聞け

るのは私たちが最後の世代かもしれないと、緊迫感を感じていまし

た。 

参加した息子の感想ですけれども、１週間だけど半年過ごしたよう

な濃い体験で、体験者の話が教科書や資料館より繊細で、等身大の当

時のことを知ることができ、うまく表現できない感情が渦巻いたと言

っていました。他校の友だちもでき、とても楽しそうに元気に過ごし

ていたそうです。これから成人する若者たちが常に平和を意識して、

日本人でよかったと思える日本にしてほしいなと思いました。 

以上です。 

 

教育長 ありがとうございました。 

それでは最後に、田中智和委員よろしくお願いします。 

 

田中智和委員 私も教育委員としての活動ではありませんが、２点報告させていた

だきます。 

７月３０日に赤羽根の図書館で、中２の次女が司書体験で参加させ

ていただきました。当日は参加者が小学生と中学生２人で体験をしま

して、ポップ作りなどを行って、実際にそのポップを書かせてもらっ
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て、そのポップで本を手にしてくれたらうれしいなと語っていまし

た。当日はティーズの取材もありまして、ティーズでしっかり放送を

していただいて、図書館長さんの名前入りの修了書を手にして帰って

きました。非常にいい体験をしたと思うので、もっと広まってみんな

が行けたらいいなと思いました。 

続いて、８月６日から９日に次女がシニアリーダーのスクールとい

うか資格を取るために、御殿場のほうでシニアリーダー研修を行って

きました。そこで、スポーツ庁大臣の室伏広治さんも見えて、防災ス

ポーツというのを学んできました。 

防災スポーツというのは、例えば運動会であるキャタピラ、このダ

ンボールのキャタピラがあるんですけれども、あれが火事で煙が出た

ときに避難の姿勢を学ぶということで、そのキャタピラをやりながら

こうハンカチで押さえながら、防災とスポーツを兼ねた動きを学ぶと

いうのを体験してきたのですが、そうやって中学生、小学生なども、

スポーツと防災と兼ねそろえた楽しみながら防災を学べれば、またい

ざというときに動ける子供たちに育つのではないかなと思いました。 

以上です。 

 

教育長 ありがとうございました。それでは委員の皆様には、これからもま

た情報収集をよろしくお願いをいたします。 

それでは次に、報告事項の（２）教育委員会委員の任命について、

事務局から報告をお願いいたします。 

 

教育部長 それでは私からこれについて報告をさせていただきます。 

太田委員が、令和７年９月３０日で任期満了となりますので、その

後任として若見町在住の山本哲男さんにお願いをしたいと考えており

ます。 

山本さんは、小中学校におきまして教員としてお勤めされ、田原東

部小学校、福江中学校の校長を務められた後、令和５年３月に定年退

職をされております。今現在は田原市教育サポートセンターで、教育

相談員としてご活躍されている状況でございます。 

今回の教育委員会委員の任命につきましては、この９月の市議会定

例会で、議会の同意ということで議案の上程をしてまいりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

議会の同意が得られましたら、任期が令和７年１０月１日から令和

１１年９月３０日までの４年間ということになります。 

なお、この議案につきましては、人事案件ということになりますの

で、市役所の内部の取扱いでは総務部のほうから議会のほうに提案が

されます。 
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以上でございます。 

 

教育長 それでは今の事務局の説明に対し、何かご質問等はございますか。

よろしいですかね。 

それでは部長が言われましたが、この件については人事案件で、議

会の同意の後、成立するものでありますので、今からまだそれまで外

に出せませんので、すみません。この扱いについては注意をよろしく

お願いをいたします。 

それでは次ですけれども、報告事項の（３）損害賠償額の決定及び

和解について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

教育総務課長 資料の７０ページのほうを御覧ください。 

報告事項の３つ目で、損害賠償の額の決定及び和解という形になり

ますが、内容としましては令和７年５月３１日、こちら午後７時頃、

田原中学校の敷地内におきまして、相手方の車両が駐車場から出入口

方向へ走行した際に、敷地内の側溝グレーチングの蓋によって、車両

のバンパーが損傷したというようなものになります。 

相手方に対して１０万９，７９８円の損害賠償金を支払うというこ

とで、７月１０日に示談が成立をしました。専決処分によって行わせ

ていただきました。相手方に対しまして、大変ご迷惑をおかけしたと

いうことで、深くお詫びを申し上げるとともに、再発防止に向けて学

校施設の安全管理の徹底を図ってまいります。 

そういった中で先ほどの補正予算にもありましたけれども、グレー

チング側溝の改修工事のほうを行ってまいりたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

報告は以上でございます。 

 

教育長 それでは、今の事務局の報告に対し、何かご質問等はございます

か。 

田中委員よろしくお願いします。 

 

田中早苗委員 お願いします。この日は土曜日ですけれども、教員の方ではなく保

護者の方ですか。 

 

教育総務課長 一般の利用の方で。はい。夜間の利用をされている方で、帰るとき

にですね。 

 

田中早苗委員 では、暗くてもし浮いていたりしても目視もしにくいという。 
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教育総務課長 そうですね。ずれて上がっているところを通ってしまったという形

になると思います。 

 

田中早苗委員 ありがとうございます。 

 

教育長 はい。よろしいですか。そのほかございませんか。いいですかね。 

それでは、ご質問ないようですので、報告事項の（４）小学校への

寄附について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

教育総務課長 はい。小学校への寄附について、説明をさせていただきます。 

資料は７１ページ、報告事項４の資料を御覧ください。令和７年度

の教育関係の寄附一覧の中で、今回４番目と５番目のものについて、

ご報告いたします。 

４番目のほうは、７月２５日に株式会社河合組、代表取締役、河合

伸久様から野田小学校へ教育活動支援充実のためということで、アル

ミ缶の回収ボックス表示板１個、運搬用アルミ一輪車４台、ソフトド

リルハードル６台、発表ボード１５枚のご寄附をいただいておりま

す。 

５番目につきましては、８月４日に故山本一郎様から福江小学校へ

児童に役立てるためということで、１，０００万円のご寄附をいただ

いております。 

こちら次の資料を御覧いただきますと、野田小学校へいただいた寄

附物品のほう、アルミ缶ボックスでございますとか、運搬用アルミ一

輪車、ソフトドリルハードル、発表ボード等の写真が付けさせていた

だいております。学校のほうで有効に活用をさせていただくととも

に、寄附のほうは基金のほうに積み立てて、学校のために有効に活用

していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

教育長 よろしいですか。それでは、今の事務局の報告に対し、質問等はご

ざいますか。 

はい。田中早苗委員どうぞ。 

 

田中早苗委員 すみません。お願いします。 

アルミ缶回収ボックスというのを校内であまり見たことがないので

すけれども、野田小ですか。 

 

教育総務課長 野田小学校ですね。 

 

田中早苗委員 野田小学校ではずっと設置されていたのでしょうか。例えば、もう
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ちょっと簡易的なものだったので、新たにこの。 

 

教育総務課長 そうですね。すみません。 

 

髙崎佐智江委員 何年か前から、何か取り組まれていますよね 

 

教育長 廃品回収をやるときというのは、わりとアルミ缶は集めるけれど

も、それからペットボトルの蓋もあったけれども。 

 

学校教育課長 校区の人たちが野田小学校にアルミ缶を持ってきてくれて、野田小

学校ではそのアルミ缶を業者に売ったお金で、一輪車を毎年社会福祉

協議会のほうに寄附しているという関係もあって。 

 

教育総務課長 そうですか。すみません。ありがとうございます。 

 

田中早苗委員 じゃあ、校内に設置してあって、児童が登校する時に持って行くと

いう形。 

 

学校教育課長 子供が持って来るときもありますし、地域の人が集まった時に持っ

て来てくれることもあります。 

 

田中早苗委員 いいですね。ありがとうございます。 

 

教育総務課長 看板に書いてある、福祉のためにとはそういうこと。 

 

教育長 はい。ということですので、こういう取組もまたやっておられると

いうことでいいなというのは、確かにそのとおりですよね。 

 

田中早苗委員 そのとおりですね 

 

教育長 はい。そのほか質問等はございますか。はい。ないようですので、

以上で報告事項を終わります。 

次に、その他ですけれども、事務局から何かございますか。 

 

教育総務課長 はい。それでは、私のほうから教育委員出席日程（案）という資料

にもたれまして、スケジュールのほうをご報告させていただきます。 

資料７３ページになります。今後のスケジュールですが、８月２０

日本日が第８回ということで、次回は９月２４日の水曜日、教育委員

会第９回の定例会、１３時３０分から、こちら同じくこの３００会議
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室で行う予定でございます。 

その次が、１０月２２日、第１０回の定例会を１６時からまた３０

０会議室で行う予定で、１０月３０日につきましては、市内の小中学

校研究発表会ということで、田原東部小学校と福江小学校、こちらの

２校で行われるということで、またご予定をお願いしたいと思いま

す。 

その下、学校訪問の資料が書いてありますが、日程が書いてありま

すが、９月２５日から１０月２９日まで予定のとおり、学校訪問を予

定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

次のページの７４ページのほうでございますが、教育関係イベン

ト、この今後、今行っている昭和が始まって１００年、戦争が終わっ

て８０年展もありますけれども、シェルマよしごで、よしご夏の特別

体験とございますが、これ以降、記載の内容のイベント等が開催され

ますので、よろしくお願いいたします。 

スケジュールについての説明は以上でございます。 

 

教育長 はい。それでは今の報告というか説明に対して、何かご質問等ござ

いますか。 

はい。１０月３０日の研究発表会、昨年は中学校、両方中学校でし

たけれども、今回は両方小学校となります。また詳しい内容について

は、これは多分学校教育課を通して皆さんにまたご連絡あるかなと思

いますので、よろしくお願いします。 

事務局からは、ほかよろしいですか。 

 

教育部長 では、私のほうからすみません。その他を１点だけ。 

本来、次長、図書館長のほうから教育委員の皆さんへお知らせする

内容なのですけれども、図書館の新たな取組として、マイナンバーカ

ードを図書館カードの代わりに、マイナンバーカードを図書館に持っ

て行けば本が借りれます、という、そういう新しい取組を、この９月

１日から始めさせていただきます。この仕組みはもともと図書館カー

ドを持っていない方は、作ってもらう必要があるのですけれども、図

書館カードにマイナンバーカードをただ単に紐づけるだけで、マイナ

ンバーカードの中の情報を読み取ったりするということは一切ないの

で、いろいろ危惧される方に対しては、ただの紐づけだけですから、

気軽に、それぞれの図書館にきて手続きしてくだされば、マイナンバ

ーカード１枚で本が借りれます、と。そういった仕組みを９月１日か

ら始めますよということになりますので、念のためにご案内だけさせ

ていただきます。 
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髙崎佐智江委員 部長、すみません。 

 

教育部長 はい。 

 

髙崎佐智江委員 私も分からないのだけれども、もし、私たちみたいに機械音痴な人

が、「紐づける」ってどういうこと？って質問されたら、何と言えば

いいんでしょうか。 

 

事務局 代わりになる、いえ、代わりじゃないですね、くっつける。 

 

髙崎佐智江委員 くっつけるだけで。 

 

教育部長 くっつけるだけですね。くっつけるという言い方も、ちょっとおか

しいですけれども。 

 

髙崎佐智江委員 そこで情報が別に。 

 

教育部長 お互い、どちらのカードを出しても本が借りれます、となるだけで

すね。 

 

髙崎佐智江委員 ありがとうございます。すみません。 

 

教育部長 はい。 

 

教育長 要するに本体情報は出ないです。 

 

髙崎佐智江委員 はい。ありがとうございます。 

 

教育長 カードが新しく付くというだけですよね、要はね。 

 

教育部長 そうです。はい。 

 

教育長 ただ館長が言うには、これ県内で４例目。 

 

教育部長 ４例目で、東三河では初めての取組ですので。 

 

教育長 はい。ということで、まあいいなとは言っていたのですけれども、

ほかの３市に聞いてみると、やはりマイナンバーカードというのはな

かなか非常に重要というか、落としたらどうしようもないものなの
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で、やはり普通の自分の貸出カードを持って来る人が多いみたいです

ねとは言っていましたね。はい。 

それでは、事務局からほかに。 

 

学校教育課長 すみません。 

 

教育長 はい。学校教育課長。 

 

学校教育課長 はい。学校教育課からお願いします。 

昨年は２学期のところで行っていたのですが、今年度は夏休み期間

に中学生が海外へ行きます。今週金曜日に出発して来週の木曜日に帰

ってくる、１週間の行程でアメリカまで行ってきます、プリンストン

市になります。 

今回、中学生が８名、それから引率教員が３名、帯同者として教育

長、指導主任も参加しての大きな団体となりますので、よろしくお願

いをします。 

以上です。 

 

教育長 はい。自分もなぜか帯同者とその引率との違いがよく分からんので

すけれども、にこにこしながら挨拶してきますのでよろしくお願いし

ます。 

はい。そのほかございますか。 

 

生涯学習課長 はい。じゃあ、１点。 

 

教育長 はい。どうぞ。 

 

生涯学習課長 イベントに載っていないのですけれども、１１月１６日に田原落語

会を開会、ちょっとチラシのほうは下にちょっとあるのですけれど

も、チケットの販売日が９月１３日から販売になりますので、もし興

味があれば、ちょっと、トライアスロンの前日になりますのが、文化

会館でチケットを販売します。 

来ていただけるのが三遊亭小遊三さんと、ねづっちさんと、あと豊

川出身の真打、三遊亭萬橘さんだったと思いますけれども、落語家と

漫談家みたいな感じで、落語会をやりますので興味のある方、９月１

３日からチケット販売しますのでお願いします。 

 

教育長 笑いに焦点を当てるというのはいいですよね。なかなかメジャーな

人も呼べたなと思って、自分は関心しているんですけれどもね、は
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い。たくさん呼べるといいなと思いますので、またご協力をよろしく

お願いします。 

そのほかいいですか。 

 

教育総務課長 ございません。 

 

教育長 この、１番最後に付いているたはらとＬｅaｆ、っていう、これは

大丈夫？ 

 

教育総務課長 多分、図書館のほう。図書館のほうです。 

 

事務局 すみません。事務局から。次長がご退席されましたので、代わりに

ご案内いたします。 

図書館の、「たはらとＬｅaｆ」の４４号が刊行されましたというこ

とでのご案内です。またご一読いただければと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

教育長 それでよろしいですか。それではまたよろしくお願いします。 

委員の皆様から何かございますか。いいですかね。 

それではないようですので、以上で本日の議事は全て終了をいたし

ました。 

これをもちまして、田原市教育委員会第８回定例会を閉会とさせて

いただきます。お疲れさまでした。 

 

 閉  会    午後３時１８分 

 

 

 


